
第１１回米子市美保中学校区義務教育学校

開校準備委員会
日 時 令和７年１１月１１日（火）

午後７時から午後８時３０分

場 所 米子市立美保中学校特別活動室

１ 開会

２ 委員長挨拶

３ 報告

⑴ 事務局からの報告

・事業の進捗について

・第１０回開校準備委員会でいただいた意見や質問と回答について

⑵ 教育環境部会からの報告

・通学に係る協議について

４ 議事

⑴ 校名候補案募集要項について

⑵ 校名候補選定要領について

⑶ 公募及び選定スケジュールについて

５ アドバイザーからの助言

６ 連絡

⑴ 今後の開催予定

【日時】第１２回、第１３回 令和８年１月～２月頃

【会場】美保中学校特別活動室

【時間】午後７時から午後８時３０分

⑵ 開校準備委員会及び教育環境部会研修会（兼義務教育学校講演会）

【内容】義務教育学校の魅力ある学校づくりについて

【講師】島根大学教職大学院 松尾 直樹 教授（元和田小・元後藤ヶ丘中校長）

【日時】令和７年１１月１９日（水）午後７時から午後８時まで

【会場】美保中学校特別活動室
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令和７年度米子市美保中学校区義務教育学校開校準備委員会委員

及びアドバイザー 名簿

委員

アドバイザー

任期：令和７年７月２５日から令和８年３月３１日まで （敬称略）

区 分 氏 名 所 属 等

１
崎津地区、大篠津地区及び和

田地区の住民を代表する者
松 本 勝 彦 崎津公民館

２ 〃
松 本 俊 美
（副委員長）

崎津地区自治連合会

３ 〃 安 本 淳 一 大篠津公民館

４ 〃
岡 田 隆
（副委員長）

大篠津地区自治連合会

５ 〃
西 井 通
（副委員長）

和田公民館

６ 〃 田 邉 忠 雄 和田地区自治連合会

７
市立小学校及び市立中学校

の保護者を代表する者
曽根大二朗 美保中学校PTA

８ 〃 井 東 裕 三 美保中学校PTA

９ 〃 三 浦 淳 美 美保中学校PTA

１０ 〃 土 井 賢 司 崎津小学校PTA

１１ 〃 池 本 翼 大篠津小学校PTA

１２ 〃 竹 本 法 子 和田小学校PTA

１３
市立小学校及び市立中学校

の管理職
堀 場 善 智
（委員長）

美保中学校

１４ 〃 清 水 裕 子 崎津小学校

１５ 〃 遠藤東代子 大篠津小学校

１６ 〃 太 田 敦 弘 和田小学校

１７
崎津、小鳩、和田保育園の

管理職又は在籍する園児の保
護者を代表する者

石田江美子 崎津保育園

１８ 〃 川島由美子 小鳩保育園

１９ 〃 水 野 淑 江 和田保育園

区 分 氏 名 所 属 等

１ 学識経験を有する者 吉 田 博 幸 島根大学教育学部
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米子市の出席者名簿

教育長 浦林 実

教育委員会事務局 事務局長 長谷川 和秀

事務局次長兼こども施設課長 矢野 伴典

事務局次長兼こども支援課長 長尾 理恵

事務局次長兼学校教育課長 仲倉 昭雄

関係課

こども総本部こども政策課 担当課長補佐 國谷 建太

主任 白川 健四郎

こども総本部こども施設課 保育リーダー 飯田 聡子

子育て支援リーダー 松原 香里

総合政策部交通政策課 課長 倉本 樹

総合政策部まちづくり企画課 課長 齋木 雅徳

こども政策課 課長 永榮 一博

課長補佐兼指導主事 遠藤 幸子

課長補佐 井原 聡史

担当課長補佐兼指導主事 近藤 泰知

係長 松下 貴洋

主任 名原 裕紀

主事 佐々木 泰地

２



第１０回開校準備委員会でいただいた意見や質問と回答

前回の開校準備委員会で、条例改正の時期についてたくさんのご質問とご意

見をいただきましたので、条例改正の詳細について説明させていただきます。

１ 条例改正について

⑴ 「米子市立学校設置条例」に記載されている内容

名称（校名）

位置（所在地）

施行期日（開校年月日）

⑵ 各項目の確定時期の想定

ア 名称（校名）

イ 位置（所在地）

ウ 施行期日（開校年月日）

※スケジュールは現時点の想定であり、校名案、所在地、開校年月日全てが決

定後、速やかに条例改正の準備に入る予定

校名候補

開校準備委員会

（R８.１０頃）

校名案

教育委員会

（R９.２)

予定地の分筆・

合筆

（R９年度中）

各種工事の進捗

位置（所在地）の決定

（R９年度中）

義務教育学校

所在地の決定

（R９年度中）

開校年月日の決定

（R１１年度中）

資料１

３



【条例改正】（県内及び視察先の事例）

【条例改正】（令和８年４月開校予定の他自治体の事例）

校名 条例改正 開校

鳥取市立江山学園 令和元年６月（開校１０か月前） 令和２年４月

江府町立奥大山江府

学園

令和３年３月（開校１年１か月前） 令和４年４月

日野町立日野学園 令和４年９月（開校７か月前） 令和５年４月

加東市立東条学園小

中学校（兵庫県）

令和２年９月（開校７か月前） 令和３年４月

福山市立想青学園

（広島県）

令和３年６月（開校１０か月前） 令和４年４月

校名 条例改正

鹿児島県鹿児島市（義務教育学校） 令和５年１２月（開校２年４か月前）

北海道砂川市 （義務教育学校） 令和６年 ３月（開校２年１か月前）

山形県庄内市 （義務教育学校） 令和６年 ４月（開校２年前）

埼玉県久喜市 （義務教育学校） 令和６年１２月（開校１年４か月前）

岡山県倉敷市 （義務教育学校） 令和６年１２月（開校１年４か月前）

奈良県黒滝村 （義務教育学校） 令和７年 ３月（開校１年１か月前）

茨城県つくば市 （小学校） 令和７年 ６月（開校１０か月前）

４



第 10 回開校準備委員会でいただいた意見や質問と回答（概要）

※一部回答を補足しています。

１ 事務局説明について

いただいた意見や質問の概要 回答

１ 条例改正の
時期について

制服のデザインや校歌や校
章の作成は、校名ができる前に
できない作業である。校名決定
まで３年も空くのは何故か。令
和 12 年 3 月でないといけない
理由があるのか。案を作る期間
が長いのは納得できるが、案が
できてから3年というのは理解
できない。

条例改正の時期は、開校時期が確定する時
期となるため、工事の進捗状況を踏まえる必
要があり、現時点では令和 12 年３月を想定
しています。
なお、条例改正については、開校年月日の

約1年前に条例改正している自治体が多いよ
うです。

令和 1２年 3月の条例改正だ
と、そこで議会で否決されたら
どうなるのか。

校名候補、校名案の決定の段階で、決定し
たプロセスなども含めて状況を逐次議会に
説明し、条例改正に向かえるよう丁寧に説明
をしていきます。

正式にメディア等に発表す
るのはいつになるのか。それま
で、委員には守秘義務が発生す
るのか。

開校準備委員会は公開の会なので、この場
の議論は随時公開されています。どういった
校名候補に決まったのかということも公開
していきますし、メディアの方もそちらを取
り上げて報道をされるものと思います。同様
に、教育委員会も市議会も公開の会ですの
で、そのステップステップで公表という形に
なります。
守秘義務については、業務の中で知り得た

個人情報などの秘密に関して発生します。公
開される情報については、守秘義務には該当
しません。

条例改正は開校の1年前だけ
しか認められないと理解した
のだが、そういうものなのか。

条例改正時期が開校の１年前だけしか認
められないというルールはありません。開校
時期がしっかりと決定して初めて条例改正
できるというところで、その時期を現時点で
は約１年前と見込んでいるところです。

開校が令和 13 年になるかも
しれないし、令和 15 年になる
かもしれないから、できるだけ
後ろに延ばしておこうという
ふうに聞こえるがどうか。

そういうことでは決してありません。早期
の開校を目指して、今、事業の進捗を図って
いるところです。

５



※新しい学校として開校するが、校舎が完成するまでは別々の校舎での開校となること。

２ 校名選定について

２ 名目統合※
について

令和 13 年 4 月に校舎ができ
ていなくても開校するという
ことを以前聞いたが、この年に
卒業する子どもたちは、卒業証
書の校名は何になるのか。

他市の事例としては、名目統合という形で
新しい学校になった例はあります。年度当初
は新しい校舎で授業を受けられないかもし
れませんが、例えは数か月遅れとか、半年遅
れという事例はあります。しかし、仮に遅れ
たとしても、新しい校舎で卒業できないとい
うことはないのではないかと考えています。
名目統合の場合でも、開校後は新しい学校の

名前になりますので、卒業証書は新しい学校の
名前となります。

以前、令和 13 年４月に開校
しないと交付金がおりないか
ら令和 13 年４月開校になって
いると言われたが、条例改正時
期の説明と整合性が取れない
のではないか。

建築費に係る国の交付金は、開校年度とそ
の前３年が交付対象となります。
現在、本市は令和 13 年４月開校を目標と

して、交付金が受けられるよう事業を進めて
いるところです。

いただいた意見や質問の概要 回答

１ 募集目的
について

「アイディアを募集する」とい
う表現が曖昧なので、何を募集
するのか分かりにくいのでは
ないか。

校名候補案を決めるための案を広く募集す
るものであることが明確に分かるよう、他の
表現に改めます。

２ 募集資格
について

同窓会を何回もやっている
が、美保中のときの先生とはい
ろいろな思い出がある。以前に
勤務していた人というのを入
れてはどうか。

現在の募集要項に記載したものは、事務局
が一例として挙げたものですので、本委員会
で議論して決定いただきたいと考えます。

「美保中学校区に勤務してい
る方」だと対象が広すぎるので
はないか。幅広いアイディアを
集めるには良いことなのかな
と思うが、「愛着が持てる校名」
という部分では少し意味合い
が違うのかなと感じる。
横文字の学校名も良いと思

うが、幅が広すぎることになっ
てしまうのかなと思う。

３ その他の
項目につい

応募した方が何故自分の案
が選定されなかったのかと言

応募された方々一人一人に採用、不採用の
結果通知を行う予定はありません。

６



３ その他

て われたとき、それを説明しない
といけないと思うが、選ばれな
かった方には何も通知を出さ
ないのか。

公募結果や校名候補の選定経緯について
は、ホームページ等を通じて広くお知らせし
ます。

４ 募集要項
全体につい
て

「園」ではなく、「保育園」と正
しく表現したほうがよい。

「保育園」に修正します。

この募集要項をそのまま出
すなら、ですます調にした方が
いい。

この募集要項をこのまま出すわけではな
く、言葉も表現もわかりやすくしたチラシを
作成する予定です。募集要項が決まりました
ら、実際に配布するものについても皆さんに
見ていただき、ご意見をいただく計画として
います。

いただいた意見や質問の概要 回答

１ ヌカカ対
策について

ヌカカは絶滅できないので、
子どもたちが大変だというこ
とを理解してほしい。

美保中学校区義務教育学校に限らず、本市
全体の課題であると認識しており、今後、全
体として必要な対応を考えていきます。

２ 体育館の
エアコンに
ついて

義務教育学校の体育館には
エアコンが付くと思うが、今の
子どもたちをどうするかとい
うことを考えてほしい。

３ なかよし
学級につい
て

義務教育学校ができたとき
に、夏休み中のなかよし学級の
子どもたちの昼ご飯を認定こ
ども園の調理室で作ってほし
い。エアコンの効いた体育館で
遊ばせてあげたい。

７



第５回 教育環境部会報告

１ 開催日時

令和７年 10 月７日（火） 午後７時から午後８時３０分まで

２ 会 場

米子市立和田小学校 図書館

３ 事務局説明

⑴ これまでの経緯と義務教育学校整備事業の進捗について

⑵ 開校準備委員会と教育環境部会の組織について

４ 議 事

教育環境部会は、義務教育学校の施設、設備等の教育環境に関する事項について、

専門的な調査・検討を行う部会である。

令和７年度からは、主に通学に関する事項について調査・検討を行うこととして

おり、今回の教育環境部会では、「通学手段」について協議を行うとともに、「バス通

学の対象者」について意見交換を行った。

⑴ 通学に関する基礎資料

事務局から「美保中学校区義務教育学校における通学に関する調査・検討の基礎

資料」について説明を受けた。詳細については、別紙１、別紙２のとおりである。

（抜粋）

⑵ 基礎資料について質疑応答の概要

（質問）バス通学の際に、運行するバスの台数について

（回答）通学手段の１つとして、バスを運行することを検討しているが、バスの運行

方法や車体や台数については未定である。

⑶ 美保中学校区義務教育学校の通学に係る全体スケジュール（別紙３）

⑷ 通学手段についての協議

「現在の通学手段との比較」、「児童生徒の安全面、体力面、健康面への配慮」、「通

学距離が遠距離になることへの支援策」の視点から協議を行い、部会案を決定した。

詳細については、資料３のとおりである。

⑸ バス通学の対象者についての意見交換

バス通学の対象者について対象児童の範囲（学年等）、地理的条件等（通学距離等）

を検討のポイントとして、グループごとで意見交換を行った。

次回は、通学距離、通学時間、安全面、防犯面、体力面等を総合的に考慮し、部会

案の決定に向けて協議を進めていく。

【意見交換の概要】

各グループとも対象児童の範囲（学年）については１年生～３年生までとしては

どうかという意見であった。また距離についてはそれぞれ１ｋｍ以上、１．５ｋｍ

以上、２ｋｍ以上の中で考えてはどうかという意見であった。また対象者を考える

際には、距離だけでなく防犯や体調面等も考慮する必要があるという意見もあった。

８

資料２



美保中学校区義務教育学校における通学に関する調査・検討の基礎資料（抜粋）

１ 通学に関する前提条件

２ 美保中学校区義務教育学校における通学支援

美保中学校区義務教育学校においては、上記１の前提に基づくとともに、以下の事項を

検討する。

・統廃合に伴い通学距離が遠距離になることから、よねぎーバスを活用した通学バスの運

行について検討する。

３ 通学等に関する美保中学校区の現状及び美保中学校区義務教育学校での見通し

義務教育学校の開校に伴い最長通学距離が長くなることを示している。美保中学校区の

小・中学校の通学等に関する現状と現時点での開校目標としている令和１３年度の見通し

は、以下のとおりである。

⑴ 美保中学校区の通学等に関する現状

⑵ 令和１３年４月時点の美保中学校区義務教育学校の通学等に関する見通し

※児童生徒数、最長通学距離は、令和７年５月１日現在のものである。

美保中学校 大篠津小学校 和田小学校 崎津小学校

児童生徒数 １５７人 ９８人 ８５人 １３１人

通学手段 自転車・徒歩 徒歩 徒歩 徒歩

登校班 無 有 無 無

最長通学距離

（実測）
約４．５㎞ 約１．２㎞ 約１．２㎞ 約２．６㎞

児童生徒数

（推定数）
３７４人

最長通学距離

（実測）
約２．８km 約２．７㎞ 約２．３㎞ 約２．８㎞

【文部科学省】
徒歩や自転車による通学距離としては、小学校で４ｋｍ以内、中学校で６ｋｍ以

内という基準はおおよその目安として引き続き妥当であると考えられています。
「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引き」より

【米子市】
学校区の拡大等に伴い、通学距離が遠距離となる場合は、今までどおり、通学の

安全の確保の観点から公共交通機関やスクールバス等、通学手段の確保や通学支援
策の検討が必要です。

「米子市立小学校・中学校の適正規模・適正配置に係る基本方針」より
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